
※産休期間は含まないでください。 

→産休期間は給与が支給されるため、組合費が発生します

分会長が記載してください。 

＜その他の手続＞ 

＜復帰の際の手続き＞ 

西湘地区教職員組合 ＴＥＬ：０４６５－３５－１７７１ 

ＦＡＸ：０４６５－３５－４７８９ 

口座振替の再開を、ご自身または分会で、手続きを労金にしてください。 
 

出産後、出産の翌日から８週後の組合費より口座振替休止がされるよう、ご自身ま                        

たは分会で労金に手続をしてください。 
 

育児休業中の組合費免除申請書 

届出年月日 ２０ 年 月 日 

西湘地区教職員組合 

執行委員長 上野山 元喜 様 

 分会

分会長 印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の者について組合費の免除を申請しますので、書面をもって届け出ます。 
 

 
組合員名 

 

 

 
 

 
期 間 

 

 
出産日の翌日から８週後の日 

自 ２０ 年 月 日 ～ 

 

至 ２０ 年 月 日 
 

この用紙の提出、口座振替休止は

出産後に行ってください。 
 

 

 

 

 


